
議   第  ４３５  号   

令和 ５ 年１１月３０日提出   

 

   指定管理者の指定について 

 

 指定管理者を次のように指定する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

１ 施設の名称  熊本市共同利用施設託麻東部会館 

２ 指定管理者  熊本市東区戸島町８５３番地４ 

         熊本市共同利用施設託麻東部会館管理運営委員会 

         会長 山川 義博 

３ 指 定 期 間  自 令和６年４月１日 

         至 令和９年３月３１日 

 

（提出理由） 

  熊本市共同利用施設託麻東部会館の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、市議会の議決を求

める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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